
議案第３号

　　　　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。

　　　　　　　　　平成２２年１月１２日　定例会提出　同日原案承認

　　　　　　　　　平成２２年２月１７日　定期総会提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県町村議会議長会会長

平成２２年度　愛媛県町村議会議長会一般会計予算

　　　　第２条　会費は、平成２２年４月３０日までに愛媛県町村議会議長会へ一括納付するものとする。

　　　（会費の納入）

　　　　　平成２２年度愛媛県町村議会議長会一般会計予算は次に定めるところによる。

　　　（歳入歳出予算）

　　　　第１条　歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ ２２，４３０千円と定める。

kiyokawa
タイプライタ
  会長　　吉村　直城



1 会 費 16,510 千円

1 会 費 16,510
2 繰 越 金 2,500

1 繰 越 金 2,500
3 諸 収 入 3,420

1 雑 入 3,420

22,430

1 会 議 費 570 千円

1 会 議 費 570
2 総 務 費 14,820

1 総 務 管 理 費 14,820
3 事 業 費 6,500

1 自 治 振 興 費 6,500
4 予 備 費 540

1 予 備 費 540

22,430

款 項 金 額

歳 出 合 計

別表　歳入歳出予算

歳　入

歳　出

款 項 金 額

歳 入 合 計


